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中央合同庁舎第５号館の管理・運営業務における民間競争入札実施要項（案）

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号。以下「法」

という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利

益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実

施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることによ

り、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。

前記を踏まえ、厚生労働省は、公共サービス改革基本方針（平成２８年６月２８日閣議決定）

別表（新プロセス移行事業一覧）において民間競争入札の対象として選定された中央合同庁舎

第５号館（以下「５号館」という。）の管理・運営業務（以下「管理・運営業務」という。）に

ついて、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項を定めるものとする。

１．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの

質に関する事項

１．1 対象公共サービスの詳細な内容

（１）対象施設の概要

５号館は、厚生労働省、環境省が入居する合同庁舎であるとともに、霞が関Ｂ地区のエ

ネルギーセンターとして、人事院、経済産業省及び農林水産省へ蒸気を供給している。

また、中水道施設（排水（汚水・雑排水）の再利用）により生成した中水を、５号館の

ほか人事院及び経済産業省に供給している。

５号館の管理・運営業務について、法第１４条及び法第１５条において準用する第１０

条、第１１条第１項、第１２条並びに第１３条第１項及び第３項に基づき、平成２９年度

から公共サービス実施民間事業者（以下「民間事業者」という。）に委託するものとする。

＜施設概要＞

名 称：中央合同庁舎第５号館（高層棟及び低層棟）

所 在 地：東京都千代田区霞が関一丁目２番２号

入居官署：厚生労働省、環境省

竣 工 年 昭和６１年４月（本館は昭和５８年９月３０日概成）

敷地面積 ３７，７５０㎡

建築面積 ６，１７８．８０㎡

延床面積 １０１，３０１．３３㎡

B3F～B2F RC造（鉄筋コンクリート構造）

高層棟 B1F SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート構造）

構 造 1F～26F S造（鉄骨構造）

低層棟 B3F～B1F RC造（鉄筋コンクリート構造）

1F～ 3F SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート構造）
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地下 3階

高層棟 地上26階 高さ111.2m（軒高100m）

階 層 塔屋 3階

低層棟 地下 3階 高さ13.7m

地上 3階

ボイラー（B3Fﾎﾞｲﾗｰ室） ５台

冷凍機（B3F冷凍機室） ８台

ボイラー監視設備（B3Fﾎﾞｲﾗｰ監視室） １式

設 備 中央監視設備（B3F中央監視室） １式

（主なもの）

防災監視設備（B1F防災センター） １式

エレベータ 低層用 ６機

中層用 ６機 合計２０機

高層用 ６機

非常用 ２機

１ 排水再利用による中水道施設

中央合同庁舎第５号館、人事院、経済産業省（本館、別館）

特 色

２ エネルギーセンター（蒸気の供給）

中央合同庁舎第５号館、人事院

経済産業省（本館、別館）、農林水産省（本館、別館、北別館）

入居省庁 厚生労働省 ４０，９７２．３４㎡

環 境 省 １０，００１．４８㎡

（２）管理・運営業務全般に係る業務

業務の実施にあたっては、一企業とすることも、複数の企業で構成されるグループ（以

下「入札参加グループ」という。）とすることも可能とする。

① 入札参加グループの管理について

本業務を実施するにあたり、入札参加グループを構成する場合は、その代表となる企業

（以下「代表企業」という。）を定めること。代表企業はグループに参加するその他の企

業（以下「グループ企業」という。）と密に連絡をとり、管理・運営業務を包括的に管理

すること。

② 発注者との連携について

民間事業者は、定期的に厚生労働省大臣官房会計課管理室担当者（以下「厚生労働省担

当者」という。）と連携を図り、円滑な管理・運営業務を実施すること。

③ 代表者の権限

代表企業の代表者は、本業務の履行に関し、グループ企業を代表して厚生労働省担当者
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と折衝する権限並びに自己の名義を以て契約代金の請求、管理・運営業務に属する財産を

管理する権限を有するものとする。

④ 総括管理者

民間事業者は、次に示す資格及び経験を有する総括管理者を選任しなければならない。

（ただし、入札参加グループで参加する場合は、代表企業から選出すること。）また、民

間事業者の判断において、総括管理者を補助する者として、副総括管理者、事務担当者等

を選任することは妨げない。なお、総括管理者は、各業務の業務責任者（（４）②参照）

を兼務することを妨げない。

＜必要な資格・経験＞

１）資格

下記資格のうち、ア）を有し、かつ、下記資格イ）からク）のうち、いずれか１つ以

上を有していること。

ア）第３種電気主任技術者以上

イ）建築物環境衛生管理技術者

ウ）１級ボイラー技士以上

エ）危険物取扱者甲種又は乙種第４類

オ）エネルギー管理士

カ）ビルクリーニング技能士１級

キ）警備員指導教育責任者（１号警備）

ク）一級造園施工管理技士

２）経験

現場責任者としての実務経験を１年以上有し、上記ア）としての業務の実務経験を

５年以上有していること。

（３）総括管理者の業務

① 業務時間

行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）に基づく休日は、業務を行わ

ないものとし、原則として、業務時間は次のとおりとする。

８時３０分～１７時３０分（休憩時間含む）

② 業務内容

１）維持管理計画の策定

維持管理計画（長期・中期・短期）を策定すること。

２）各業務の総合調整

・ 各業務の年間及び月間の業務計画書を作成し、提出すること。

・ 四半期ごとの各業務の実施予定日等を定めた定期点検等実施計画書を、各四半期

開始前に策定すること。

・ 各業務間の連絡や日程等の調整

３）厚生労働省担当者との総合調整

厚生労働省担当者との連絡、報告及び調整

４）業務の進捗管理
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・ 各業務の進捗管理

・ 各業務日誌の確認

５）定期点検等により、対象設備の機能・性能及び劣化の状況等を把握し、機能維持のた

めに必要な修繕及び部品交換等の時期を整理した修繕計画書を作成し、随時、厚生労働

省担当者に報告すること。

６）入居省庁職員等からのクレーム処理

・ 入居省庁職員等からのクレームを各業務に適切に振り分け、処理状況を確認する。

・ クレーム処理にあたっては誠意をもって迅速に対応すること。

７）施設利用者アンケートの集計業務の補助

厚生労働省が５号館に勤務する職員（以下「施設利用者」という。）を対象に、年１

回実施する「施設環境に関するアンケート（別紙６）」の集計・分析の補助を行うこと。

８）業務従事者名簿の作成、提出

業務に従事する者の名簿を作成すること。作成した名簿は、厚生労働省担当者に提出

し、確認を得ること。各業務の仕様書において必要とする資格等については、その資格

等を証明する書類（免許の写し等）を併せて提出すること。また、業務従事者を変更す

る場合も同様とする。

９）その他

業務の円滑な実施に資するための各業務からのヒアリング、各業務へ適切な指示や提

案の実施

（４）業務の対象と業務内容

① 業務内容

民間事業者は以下の表の業務を実施すること。

なお、これらの業務内容については、その業務の質を損なわない範囲で、企画書におい

て創意工夫のうえ、より具体化し提案できるものとする。

業 務 内 容 業 務 細 目 作業時期・頻度・条件等

ア 電気・機械設備 ・ 電気設備、機械設備、構内電話交換設備、中 業務詳細、資格、頻度等は、別紙

等の運転・監視及 水道設備の運転・監視 仕様書による。【別紙 １】

び点検保守管理業 ・ 電気設備、機械設備、構内電話交換設備、中

務 水道設備の点検・保守

・ 監視制御設備の点検保守

・ 防災設備の点検保守

・ 建築物点検業務

・ 執務環境測定

・ 水質検査

・ 省エネルギーに係る支援業務

・ 関係法令に基づく各種届出書類の作成補助

・ 点検結果の報告

・ 業務日誌の作成及び報告

イ 警備保安業務 ・ 庁舎内等の警備及び秩序保持 業務詳細、資格、頻度等は、別紙

・ 各室の鍵の授受 仕様書による。【別紙 ２】

・ 車両の誘導及び駐車場の整理
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・ 来訪者の受付案内業務

・ 外来者に対する案内

・ 巡回業務

・ 庁舎等への侵入者及び不審者の監視、報告、

制止又は阻止

・ 火災、盗難、その他事故の防止、早期発見及

び応急措置

・ 巡視及び警備責任者に対する警備上の連絡及

び緊急事態発生時における警備の応援

・ 庁舎出入口の整理

・ 防災センターにおける各防災設備の監視

・ 非常災害発生時の対応

・ その他、管理室が警備上の必要により指示す

る事項

・ 業務日誌の作成及び報告

・ エレベータの故障等による非常時の対応

ウ 来庁者受付管理 ・ 要件調整 業務詳細、資格、頻度等は、別紙

サービス提供業務 ・ ＩＤ登録代行サービス 仕様書による。【別紙 ３】

・ 業務報告書の作成及び提出

エ 清掃等業務 ・ 玄関ホール、地下鉄通路、食堂ホール、エレ 業務詳細、資格、頻度等は、別紙

ベータ、エレベータホール、階段室、廊下、更 仕様書による。【別紙 ４】

衣室、会議室、地下１階談話室、１階談話室、

便所、湯沸室、浴室・シャワー室、外廻り、駐

車場、ピロティ、オープンスペース、事務室等

（上級室、局長等幹部室、廊下含む）、多目的ル

ーム、講堂及び講堂控室、ゴミ処理室、内科・

歯科診療所及び診療室前廊下、売店等、防災セ

ンター及び巡視室、地下受付、中央監視室の日

常清掃及び定期清掃。

・ エレベータホール、階段室、廊下、便所、湯

沸室、食堂ホール、内科・歯科診療所及び診療

室前廊下、売店等、地下１階談話室、１階談話

室、地下受付、中央監視室の特別清掃。

＜日常清掃作業＞

・ 絨毯の清掃

・ 床の掃き拭き

・ 備品及び工作部の清掃

・ 衛生陶器の清掃

・ ペーパー・水石鹸の補給

・ ゴミ・汚物入れの処理

・ 鏡磨き

・ 手摺りの拭き掃除

・ 流し台・戸棚の掃除

・ 湯沸かし器の掃除

・ 茶殻、生ごみ、吸い殻の処理

・ ドアの拭き掃除

・ 金属磨き

・ 巾木拭き掃除

・ ドア硝子の清掃
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＜定期清掃作業＞

・ 床面の洗浄仕上げ補修

・ 絨毯の清掃

・ カーペットの清掃

・ 窓硝子清掃

・ 排気口の清掃

＜特別清掃＞

・ 剥離清掃

・ 事務室及び会議室の天井面吹出口の清掃

・ ねずみ・昆虫等防除

オ 植栽管理業務 ・ 巡回調査 業務詳細、資格、頻度等は、別紙

・ 高中木手入 仕様書による。【別紙 ５】

・ 刈込物、生垣、玉物手入

・ 施肥

・ 病虫害防除

・ 殺虫剤、殺菌剤、殺ダニ剤散布

・ 除草

・ 樹木灌水

・ 植込地清掃

・ 屋上緑化管理（セダム管理）

・ 地被類の植栽作業（花壇植替え）

・ 鉢植木の設置及び維持管理

② 業務責任者

上記の表の業務の実施にあたり、それぞれ業務責任者（別紙１～別紙５（各業務の仕様

書）で定義する下表の者）を配置すること。業務責任者が勤務できない場合は、予め厚生

労働省担当者に報告の上、代理の者を登録すること。

＜各業務の業務責任者＞

業 務 業 務 責 任 者

１ 電気・機械設備等の運転・監視及び点検保守管理業務 維持管理責任者

２ 警備保安業務 統括責任者

３ 来庁者受付管理サービス提供業務 －

４ 清掃等業務 現場責任者

５ 植栽管理業務 監理技術者

１．2 対象公共サービスの質の設定

本業務の実施にあたり、達成すべき質及び確保すべき水準は、以下のとおりとする。
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１．２．１ 管理・運営業務の質

（１）管理・運営業務に関する包括的な質

管理・運営業務を通して、５号館における業務の円滑な実施を可能とすること。

① 品質の維持

管理・運営業務の不備（空調停止、停電、断水、エレベータ停止等）に起因する５号館

入居省庁における執務の中断（０回）

※ 執務の中断とは、執務が中断することにより著しく国民の利益を損なった場合を

いう。

※ 老朽化に起因するものは含めない。

② 安全性の確保

管理・運営業務の不備に起因する災害又は事故の発生件数（０件）

※ 災害又は事故とは人事院規則１０－４第３５条に基づく年次災害報告の対象とな

る災害又は事故をいう。

③ 環境への配慮

エネルギーの使用の合理化に関する法律及び都民の健康と安全を確保する環境に関する

条例を遵守し、入居省庁職員の業務に支障の無いように配慮しつつ、５号館が掲げる温室

効果ガスの削減目標の達成に努めること。

④ 快適性の確保

施設利用者アンケートの満足度（定量的な指標：７０％以上）

１）厚生労働省は、当該施設に勤務する職員を対象に「施設環境に関するアンケート（別

紙６）」を年１回実施する。毎年１２月末までの状況を調査するものとする。

２）満足度は、「満足」及び「おおむね満足」に該当する回答の割合を集計（１％未満の

端数が生じるときは、小数点第１位を切り捨て）するものとする。

１．２．２ 各業務において確保すべき水準

各業務において確保すべき水準は、従来の実施方法として別紙１～５で開示する情報に定

める内容とする。ただし、従来の実施方法については改善提案を行うことができる。

（１）電気・機械設備等の運転・監視及び点検保守管理業務

① 電気設備、機械設備、構内電話交換設備、中水道設備の運転監視及び点検保守、監視制

御設備、防災設備の点検保守、建築物点検の業務を遂行し、良好な執務環境の維持に努め

るとともに、障害発生時又は警報発報時は、原因を追及し適切な処置を取ること。

② 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）に基づき、

各種測定を行い、測定の結果管理基準に適合しない場合には、その原因を推定し、厚生労

働省担当者に報告を行うこと。

③ 二酸化炭素排出量の削減を行うとともに、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭

和５４年法律第４９号）に基づき、エネルギー管理を行うこと。

（２）警備保安業務

５号館館内の秩序を維持し、盗難、破壊等の犯罪及び火災等の災害の発生を警戒・防止
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すること。

（３）来庁者受付管理サービス提供業務

入居官庁職員が来庁予定者情報を予め登録し、受付において来庁者情報を確認できるよ

うにすること。

（４）清掃等業務

指定された業務内容を実施し、庁舎内外の汚れを除去し、清潔で衛生的な環境を保つこ

と。

（５）植栽管理業務

５号館敷地内の高中木、刈込物、生垣、玉物、屋上緑化、地被類、庁舎内鉢植木の維持

管理を行い、景観及び緑化保全のため、対象植栽を常に良好な状態に保持すること。

１．２．３ 創意工夫の発揮可能性

本業務を実施するにあたっては、以下の観点から民間事業者の創意工夫を反映し、管理・

運営業務の質の向上（包括的な質の向上、効率化の向上、経費削減等）に努めるものとする。

（１）管理・運営業務の実施全般に対する提案

民間事業者は、別途定める企画書に従い、管理・運営業務全般に係る質の向上の観点か

ら取り組むべき事項等の提案を行うことができる。

（２）従来の実施方法に対する改善提案

民間事業者は、各業務の現行基準として示す従来の実施方法である各仕様に対し、改善

すべき提案がある場合は、別途定める企画書に従い、具体的な方法等を示すとともに、現

行基準レベルの質が確保できる根拠等を提示すること。

（３）管理・運営業務に関するコスト低減に対する提案

民間事業者は、コスト削減に関する提案がある場合は別途定める企画書に従い、具体的

な方法を示すとともに、現行基準レベルの質が確保できる根拠等を提示すること。

１．２．４ 厚生労働省が行う必要な助言、協力

民間事業者は次の（１）又は（２）の場合、速やかに業務の改善策を作成・提出し、厚生

労働省の承認を得た上で実施するものとする。なお、民間事業者は改善策の作成及び実施に

当たり、厚生労働省に必要な助言、協力を求めることができる。

（１）実施要項に定めた管理・運営業務の質が満たされないことが明らかになり、業務の改善

が必要と判断された場合。

（２）厚生労働省が管理・運営業務を随時モニタリングし、実施要項に照らして不適切であり、

業務の改善が必要と判断した場合。

１．２．５ 委託費の支払い

厚生労働省は事業期間中の検査・監督を行い、質及び最低水準の確保の状況を確認した上

で、委託費を支払うものとする。検査・監督の結果、質及び最低基準の確保がなされていな

い場合は、再度業務を行うように指示を行うものとする。民間事業者は、すみやかに業務改
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善計画書を施設管理担当者へ提出する。遂行後の確認ができない限り、委託費の支払いは行

わない。

委託費の支払いにあたっては、民間事業者は当該月分の業務完了後、厚生労働省との間で

予め定める書面により当該月分の支払い請求を行い、厚生労働省は、これを受領した日から

３０日以内に民間事業者に対価を支払うものとする。

１．２．６ 費用負担等に関するその他の留意事項

（１）消耗品の支給について

本業務を実施するにあたり、来庁者及び入居官庁職員が使用する消耗品や本実施要項に

おいて各業務で使用する材料等の消耗品は、本実施要項で定めるものを除き、厚生労働省

の負担とし、民間事業者からの請求に応じ、厚生労働省担当者が精査の上、厚生労働省が

必要と認めたものについて支給するものとする。なお、消耗品の請求にあたっては、厚生

労働省担当者がその必要性や品質、数量の妥当性等について精査するために必要となる積

算根拠や請求理由を書面で提出することとする。

（２）設備及び備品の貸与について

本業務を実施するにあたり必要となる業務スペースや備品類は、無償で民間事業者に貸

与するものとする。

（３）光熱水費

民間事業者が本業務を実施するために必要な電気、ガス、水道は厚生労働省の負担とす

る。電気、ガス、水道の使用については節約に努め、使用は必要最小限にとどめること。

（４）法令等の変更による増加費及び損害の負担

法令等の変更により民間事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①から③

のいずれかに該当する場合には、厚生労働省が負担し、それ以外の変更については民間事

業者が負担するものとする。

① 本件事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令、基準等の変更及び税制度の新設

② 消費税その類似の税制度の新設・変更（税率の変更含む。）

③ 上記①、②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新設・変更

（税率の変更を含む。）

２．実施期間に関する事項

本業務の実施期間は、平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日までの３年間とする。

３．入札参加資格に関する事項

（１）法第１０条各号（第１１号を除く）に該当する者でないこと。

（２）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第７０条

の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても契約締結のために必要な同意を得て

いる者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
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（３）予決令第７１条の規定に該当しないこと。

（４）平成２８・２９・３０年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」

において、Ａ、Ｂ又はCの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する

もの。

（５）厚生労働省より指名停止を受けている期間中のものでないこと。

（６）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、

国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

（７）資格審査状況申請書等に虚偽の事実を記載をしていないこと。

（８）経営状況、信用度が極度に悪化していないこと。

（９）入札参加グループでの入札について

① 単独で本実施要項に定める業務の全てが担えない場合は、適正な業務を遂行できる入

札参加グループで参加することができる。その場合、入札書類提出時までに入札参加グル

ープを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグループ企業として参加するものと

する。

なお、代表企業及びグループ企業が、他の入札参加グループに参加、もしくは単独で入

札に参加することはできない。また、代表企業及びグループ企業は、入札参加グループ結

成に関する協定書（またはこれに類する書類）を作成すること。

② 代表企業は、上記（１）から（８）のすべての要件を満たすこととし、グループ企業は、

上記（１）から（３）及び（５）から（８）のすべての要件を満たすとともに、平成２８

・２９・３０年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」において、

Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもので

あること。

（１０）事業協同組合での入札について

入札参加予定の事業協同組合の構成員は、他の入札参加グループに参加し、又は単独で

入札に参加することはできない。

（１１）予決令第７３条の規定に基づき支出負担行為担当官が定める入札参加資格として、次

の条件をすべて満たすこと。

① 各業務共通事項

社会保険等に加入し、この入札の入札書提出期限の直近２年間において該当する制度の保険料

について滞納がないこと。

② 電気・機械設備等の運転・監視及び点検保守管理業務

１）元請（複数の企業で構成されるグループ（入札参加グループ等）での実績を含む）と

して、平成２７年度又は平成２８年度において、延床面積が１０万㎡以上の建築物（一

般事務所、商業施設、医療機関等で、年間を通じて社会経済活動が行われている建物）

の機械設備、電気設備、その他施設機器等に係る運転、監視等の維持管理業務及び保守

点検等の総合的なビルメンテナンス業務を作業員が常駐して１２ヶ月以上（平成２８年

度においては、４月から現在までの間）継続して適正に実施した契約実績を有すること。

２）東京２３区内に、本・支店又は営業所を設置し、非常時において速やかに人員を配置
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できる体制がとれること。

３）建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、都道府県知事の証明する「建

築物環境衛生総合管理業登録証明書」を取得していること。

４）本業務で配置する主任技術者等について、仕様書に定める資格等を有していること。

③ 警備保安業務

１）元請（複数の企業で構成されるグループ（入札参加グループ等）での実績を含む）と

して、平成２７年度又は平成２８年度において、延床面積が１０万㎡以上の建築物（一

般事務所、商業施設、医療機関等で、年間を通じて社会経済活動が行われている建物）（一

部分では不可）の警備業務を警備員が常駐して１２ヶ月以上（平成２８年度においては、

４月から現在までの間）継続して良好に実施した実績を有すること。

２）警備業法第５条に規定する認定証の写し。

３）本業務で配置する警備員について、仕様書に定める資格等を有していること。

④ 清掃等業務

１）元請（複数の企業で構成されるグループ（入札参加グループ等）での実績を含む）と

して、平成２７年度又は平成２８年度において、１つの建物で清掃面積６万㎡以上（契

約が１本でも、複数の建物を合わせて必要面積を満たす場合は、不可。）の建築物（一般

事務所、商業施設、医療機関等で、年間を通じて社会経済活動が行われている建物）の

総合清掃業務を作業員等が常駐して１２ヶ月以上継続して適正に業務を行っている実績

を有すること。

２）建築物における衛生的環境の確保に関する法律第１２条の２第１項に基づく「建築物

ねずみ昆虫等防除業登録証明書」又は、建築物における衛生的環境の確保に基づく法律

施行規則第２９条第３号イ又はロの規定に基づく講習の課程を修了している者を配置で

きること。

３）外壁窓硝子清掃にあたり、労働安全衛生法に基づく特別教育修了証を有した者を配置

できること。

４）本業務で配置する現場責任者等について、仕様書に定める資格等を有していること。

⑤ 植栽管理業務

一級造園施工管理技士を監理技術者として配置できること。

４．民間競争入札に参加する者の募集に関する事項

（１）入札の実施手続及びスケジュール

① 官報公告 平成２８年１１月下旬頃

② 入札説明会及び現場説明会 平成２８年１２月中旬頃

③ 入札等に関する質疑 平成２８年１２月中旬頃

④ 質疑に関する回答閲覧 平成２８年１２月下旬頃～平成２９年１月中旬頃

⑤ 入札参加資格関係書類の提出

期限 平成２９年１月下旬頃

⑥ 入札書及び企画書の提出期限 平成２９年１月下旬頃
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⑦ 企画書の評価 平成２９年１月下旬頃～２月上旬頃

⑧ 開札・落札予定者の決定 平成２９年２月中旬頃

⑨ 業務の引継ぎ 平成２９年２月下旬～３月中

⑩ 契約の締結 平成２９年４月１日

（２）入札に係る提出書類

① 入札参加資格確認関係書類

この民間競争入札に参加を希望する者は、本入札実施要項「３．入札参加資格に関する

事項」の入札参加資格を有することを証明する書類（別紙７）を平成２９年１月２３日（金）

１２時００分までに提出しなければならない。

② 協定書

入札参加グループで入札する場合には、本実施要項３．（９）①の入札参加グループ結

成に関する協定書を平成２９年１月２３日（金）１２時００分までに提出しなければなら

ない。

③ 企画書（別紙８）

入札参加者は、総合評価のための業務実施の具体的な方法、その質の確保方法等（以下

「業務の質等」という。）に関する書類（以下「企画書」という。）を平成２９年１月２３

日（金）１２時００分までに提出しなければならない。

企画書には、企画提案の内容として明らかにされる管理・運営業務の質等に関する総合

評価を受けるため、次の事項をわかりやすく詳細に記載すること。

１）入札参加グループの概要（様式１）

入札参加グループ（代表企業とグループ企業）の一覧

入札参加グループ各企業の代表責任者及び本業務の担当者

２）各業務の実施体制等（様式２）

実施体制（事業協同組合での入札の場合は、その構成企業名を必ず明記すること。）

業務スケジュール（３年間の大まかなスケジュールと平成２９年度の詳細なスケジュ

ール）

コスト削減のための方策

品質管理体制

環境に配慮した取り組み

直近３ヶ年の契約実績（契約の相手方、契約金額、契約期間）

緊急時の連絡先及び業務実施体制

３）改善提案（様式３）

改善提案を行う業務

改善提案の内容

改善提案によることとした場合、従来の質が維持できる又は向上する旨の説明

改善提案の実施体制（改善のポイントなどをわかりやすく記載すること）

改善提案によるメリット

④ 入札書
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入札参加者は、本業務実施に係る入札金額を記載した書類（以下「入札書」という。）

を提出すること。なお、入札金額の記載については、次の事項に留意すること。

１）入札参加者は、調達役務の価格のほか、輸送費、保険料等役務提供に要する一切の諸

経費を含め金額を見積もるものとする。

２）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８％に相当する額を加

算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額

とする。）をもって落札価格とするので、入札価格は、消費税額に係る課税事業者であ

るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する

金額を記載した入札書を提出しなければならない。

３）開札後落札者は、速やかに入札内訳書を提出しなければならない。

⑤ 開札にあたっての留意事項

１）開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札又はその代理人が

立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

２）入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。

３）入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに

応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は

提出しなければならない。

４）入札者又はその代理人は、入札中は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情が

あると認めた場合のほか、開札場を退場することはできない。

５．対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを

実施する者の決定に関する事項

本業務を実施する者（以下「落札者」という。）の決定は、総合評価落札方式によるもの

とする。なお、評価は厚生労働省が設ける総合評価委員会において行うものとする。

（１）落札者決定にあたっての質の評価項目の設定（別紙９）

落札者を決定するための評価は、提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿

って実行可能なものであるか（必須項目審査）、また、効果的なものであるか（加点項目

審査）について行うものとする。

① 必須項目審査（８０点）

必須項目審査においては、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の必須項目を満た

していることを確認する。全て満たした場合は基礎点（８０点）を付与し、１つでも満た

していない場合は失格とする。

１）総括管理者が配置されており、必要な資格を有しているか。

２）各業務で必要とされる資格者が適切に配置されているか。

３）実施要項に基づく必要書類が提出されているか。

４）企画書及び仕様書の内容が実現可能な体制になっているか。

② 加点項目審査（３２０点）

必須項目審査で合格した入札参加者に対して、次の加点項目について審査を行う。なお、
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提案内容については、具体的でありかつ効果的な実施が期待されるかという観点から、絶

対評価により加点する。また、具体的でありかつ効果的な提案が、１項目につき複数あっ

た場合には、相応の評価を行う。

１）電気・機械設備等の運転・監視及び点検保守管理業務（１２０点）

ア）企画書及び仕様書の内容が実現可能な業務スケジュールが組まれているか。

イ）コスト削減のための方策が提案されているか。

ウ）環境に配慮した取り組みが提案されているか。

エ）質の向上に関して具体的な改善提案があり、実現可能な体制が確保されているか。

２）警備保安業務（９０点）

ア）コスト削減のための方策が提案されているか。

イ）セキュリティの確保は大前提のもと、高齢者や障害者等の様々な来訪者への対応に

係る質の向上に対して具体的な取り組みが提案されているか。

ウ）質の向上に関して具体的な改善提案があり、実現可能な体制が確保されているか。

３）清掃等業務（３４点）

ア）企画書及び仕様書の内容が実現可能な業務スケジュールが組まれているか。

イ）コスト削減のための方策が提案されているか。

ウ）環境に配慮した取り組みが提案されているか。

エ）質の向上に関して具体的な改善提案があり、実現可能な体制が確保されているか。

４）植栽管理業務（３４点）

ア）企画書及び仕様書の内容が実現可能な業務スケジュールが組まれているか。

イ）コスト削減のための方策が提案されているか。

ウ）環境に配慮した取り組みが提案されているか。

エ）健全な植栽地を維持するための提案がなされているか。

５）緊急時対応（３０点）

ア）緊急時の連絡体制は明確に確立されているか。

イ）具体的な事態を想定し、円滑に対応し、かつ被害を拡大させないための体制、対策

が提案されているか。

６）ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標（１２点）

ア）女性活躍推進法（えるぼし認定企業）に基づく認定の第１段階目（認定基準のうち

１～２つが○となっているか）

イ）女性活躍推進法（えるぼし認定企業）に基づく認定の第２段階目（認定基準のうち

３～４つが○となっているか）

ウ）女性活躍推進法（えるぼし認定企業）に基づく認定の第３段階目（認定基準のうち

５つ全てが○となっているか）

エ）次世代法に基づく認定のくるみん認定を受けているか。

オ）次世代法に基づく認定のプラチナくるみん認定を受けているか。

カ）若者雇用促進法に基づく認定のユースエールの認定を受けているか。
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（２）落札者の決定にあたっての評価方法

① 落札者の決定方法

総合評価落札方式とする。ただし、予決令第８５条の規定に基づく基準額を設けるもの

とする。

１）本実施要項４．（２）③、④に従い企画書及び入札書を提出した入札者であって、本

実施要項３の入札参加資格及び本実施要項の要求要件を全て満たし、必須項目審査によ

り得られた基礎点（８０点）と加点項目審査で得られた加算点（３２０点）を加算し、

入札価格（予算決算及び会計令第７９条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範

囲内であるものに限る。）で除した値を総合評価点とし、入札参加者中で最も高い値の

者を落札者として決定する。

総合評価点＝（基礎点（８０点）＋加点項目審査による加算点（３２０点））÷入札価格

② 留意事項

１）基準額を下回った入札が行われた場合、入札執行者は入札者に対して保留を宣言し、

予決令第８６条第１項の規定に基づき調査の上、落札者を決定し、入札者へ後日通知す

ることとする。

２）基準額を下回った入札を行った者は、総合評価点が最高値の入札者であっても必ずし

も落札者とはならないものとする。

３）基準額を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取及び関係資料の掲示等について

協力しなければならない。

４）落札者となるべき者が二人以上あるとき

直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又は

その代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員が

これに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。

５）落札者が決定したとき

遅滞なく、落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者の決定理由並びに提案され

た内容のうち具体的な実施体制及び実施方法の概要について公表するものとする。

（３）初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取り扱いについて

初回の入札で予定価格の制限の範囲内で入札した者がいないときは、直ちに再度の入札

を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合には、入札条

件を見直し、再度公告に付することにする。

６．対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報開示に関する事項

従来の実施状況に関する情報は、別紙１０のとおり。

７．民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項

（１）使用施設

５号館

（２）使用国有財産
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使用できる設備については５号館の管理・運営業務に関係する国有財産全てとする。

８．民間事業者が対象公共サービスを実施するにあたり、国の行政機関等の長等に対して報告

すべき事項、秘密を適切に取り扱うために必要な措置、その他の対象公共サービスの適正か

つ確実な実施の確保のため契約により民間事業者が講ずべき措置に関する事項

（１）報告等について

① 業務計画書の作成と提出

民間事業者は、本実施要項１で示した業務を行うにあたり、各年度の開始日までに、年

度毎の業務計画書を作成し、厚生労働省担当者に提出すること。

② 業務従事者名簿の作成と提出

１）民間事業者は、本実施要項１で示した業務を行うにあたり、業務に従事する者の名簿

を作成すること。作成した名簿は、厚生労働省担当者に提出し、確認を得ること。各業

務の仕様書において必要とする資格等については、その資格等を証明する書類（免許の

写し等）を併せて提出すること。また、業務従事者を変更する場合も同様とする。

２）厚生労働省担当者は、業務従事者が不適格であると認める場合には、その理由を明ら

かにし、落札者に当該業務従事者への指導を求めることができる。その場合、民間事業

者は不適格である理由を確認し、当該業務従事者の改善又は交代を行うものとする。

③ 業務報告書の作成と提出

民間事業者は、本実施要項１で示した業務の履行結果を正確に記載した業務日報、業務

月報、年間総括報告書を業務報告書として作成する。

１）民間事業者は、業務開始前に全ての業務報告書の様式を厚生労働省担当者へ提出し、

承諾を得ること。

２）民間事業者は、業務期間中、業務日報を毎日作成し、厚生労働省担当者へ提出するこ

と。

３）民間事業者は、業務期間中、業務月報を当月分につき翌月の７日以内に厚生労働省担

当者へ提出すること。

４）民間事業者は、各事業年度終了後毎年４月１５日（但し、当該日が閉庁日の場合は直

後の開庁日とする。）までに、当該事業年度に係る管理・運営業務に関する年間総括報

告書を厚生労働省担当者へ提出すること。なお、最終年度については、３月３１日まで

に提出すること。

（２）５号館の検査・監督体制

民間事業者からの報告を受けるにあたり、国の検査・監督体制は次のとおりとする。

① 施設管理責任者

厚生労働省大臣官房会計課長

② 監督職員

大臣官房会計課管理室長補佐

③ 検査職員

1）大臣官房会計課管理室設備係長
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2）大臣官房会計課管理室警備係長

（３）厚生労働省による調査への協力

厚生労働省は、民間事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると

認める時は、民間事業者に対し、管理・運営業務の状況に関し必要な報告を求め、又は民

間事業者の業務スペースに立ち入り、管理・運営業務の実施状況又は帳簿、書類等その他

の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。

なお、立入検査をする者は、検査等を行う際には、当該検査等が、法第２６条第１項に

基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者に提示する。

（４）指示について

厚生労働省は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があ

ると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができ

るものとする。

また、業務の検査・監督において業務の質の低下につながる問題点を確認した場合には、

その場で指示を行うことができる。

（５）秘密の保持

民間事業者は、本業務に関して厚生労働省が開示した情報等（公知の事実等を除く。）

及び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、その

ための必要な措置を講ずること。

民間事業者（その者が法人である場合にあってはその役員）若しくはその職員その他の

本業務に従事している者又は従事していた者は、業務上知り得た情報を漏らし、又は盗用

してはならない。これらの者が秘密を漏らし又は盗用した場合は、法第５４条により罰則

の適用がある。

（６）個人情報の取り扱い

① 基本的事項

民間事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務による事務を処理するための

個人情報の取り扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行政機関

の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５８号）第６条第

２項の規定に基づき、個人情報の漏洩、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の

適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

② 取得の制限

民間事業者は、本業務による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらか

じめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。

また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得す

るものとする。

③ 利用及び提供の制限

民間事業者は、厚生労働省担当者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報を自ら利

用し、又は提供してはならない。
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④ 複写等の禁止

民間事業者は、厚生労働省担当者の指示又は承諾があるときを除き、本業務による事務

を処理するために厚生労働省担当者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写

し、又は複製してはならない。

⑤ 事案発生時における報告

民間事業者は、個人情報の漏洩等の事案が発生し、又は発生する恐れがあることを知っ

たときは、速やかに厚生労働省担当者に報告し、指示に従うものとする。本業務が終了し、

又は解除された後においても同様とする。

⑥ 管理体制の整備

民間事業者は、本業務による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど

管理体制を定めた上で、個人情報の管理状況について年１回以上の定期検査等を行い、そ

の結果を８．（２）③で定められた検査職員に報告しなければならない。

⑦ 業務従事者への周知

民間事業者は、業務従事者に対し、在職中及び退職後においても本業務による事務に関

して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなら

ないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

９．契約に基づき民間事業者が講ずべき措置等

（１）業務の開始及び中止

① 民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しな

ければならない。

② 民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとする時は、予め厚生労

働省担当者の承認を受けなければならない。

（２）公正な取り扱い

① 民間事業者は、本業務の実施にあたって、来庁者及び入居官庁職員を合理的な理由なく

区別してはならない。

② 民間事業者は、来庁者及び入居官庁職員の取り扱いについて、自らが行う他の事業にお

ける利用の有無等により区別してはならない。

（３）金品等の授受の禁止

民間事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならな

い。

（４）宣伝行為の禁止

民間事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施にあたって、自らが行う業務の宣

伝を行ってはならない。

民間事業者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実を以て、第三者に対し誤解

を与えるような行為をしてはならない。

（５）法令の遵守

民間事業者は、本業務を実施するにあたり適用を受ける関係法令を遵守しなければなら
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ない。

（６）安全衛生

民間事業者は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任

者を定め、関係法令に従って行わなければならない。

（７）記録・帳簿書類等

民間事業者は、実施年度毎に本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、本事業を終了

し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。

（８）権利の譲渡

民間事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡

してはならない。

（９）権利義務の帰属等

① 本業務の実施が、第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間事業者

は、その責任において、必要な措置を講じなければならない。

② 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省

の承認を受けなければならない。

（１０）再委託の取扱い

① 民間事業者は、本業務の実施にあたり、その全部を一括して再委託してはならない。

② 総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。

③ 契約に関する業務の一部を再委託する場合は、原則契約額の２分の１未満とすること。

④ 民間事業者は、本業務の実施にあたり、その一部について再委託を行う場合には、原則

としてあらかじめ企画書（別紙８様式４）において、再委託に関する事項（再委託先の住

所・名称・再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委

託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理の方法）について記載しなければなら

ない。

⑤ 民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に

関する事項を明らかにしたうえで、厚生労働省の承認を受けなければならない。

⑥ 民間事業者は上記④及び⑤により再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を聴収

することとする。

⑦ 再委託先は、上記の秘密の保持、公正な取扱、金品等の授受の禁止、宣伝行為の禁止、

厚生労働省との契約によらない自らの業務の禁止については、民間事業者と同様の義務を

負うものとする。

⑧ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は、対象公共サービスを実施する民間事業者が

負うこととする。

（１１）契約の解除

厚生労働省は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、本契約を解除することが

できる。

① 偽りその他不正の行為により落札者となったとき。

② 法第１４条第２項第３号若しくは第１５条において準用する第１０条（第１１号を除
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く。）の規定により民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなったと

き。

③ 本契約に従って管理・運営業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することがで

きないことが明らかになったとき。

④ 前記③に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があっ

たとき。

⑤ 法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

⑥ 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき。

⑦ 民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して、本業務の

実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。

⑧ 暴力団を、業務を統括する者又は従業者としていることが明らかになったとき。

⑨ 暴力団又は暴力団関係者と社会的に批判されるべき関係を有していることが明らかにな

ったとき。

（１２）契約解除時の取扱い

① 上記（１１）に該当し、本契約を解除した場合には、厚生労働省は民間事業者に対し、

当該解除の日までに当該公共サービスを契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支給

する。

② この場合、民間事業者は契約金額の１０８分の１００に相当する金額から上記①の委託

費を控除した金額の１００分の１０に相当する金額を違約金として厚生労働省の指定する

期間内に納付しなければならない。

③ 上記②の場合、厚生労働省との協議に基づき、管理・運営業務の処理が完了するまでの

間、責任をもって当該業務の処理を行わなければならない。

④ 厚生労働省は、民間事業者が上記②の規定による金額を国の指定する期日までに支払わ

ないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年

１００分の５の割合で計算した金額を、遅延金として納付させることができる。

⑤ 厚生労働省は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることが

できる。

（１３）業務途中における入札参加グループからの脱退

代表企業及びグループ企業は、本業務を完了する日までは入札参加グループから脱退す

ることはできない。

（１４）業務途中における参加企業の破産又は解散に対する処置

参加企業のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、厚生労

働省の承認を得て、残存参加企業が協同連帯して当該参加企業の分担業務を完了するもの

とする。

ただし、残存参加企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存参加企業全員及

び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該入札参加グループに加入させ、当該参加企業

を加えた参加企業が共同連帯して破産又は解散した参加企業の分担業務を完了するものと
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する。

（１５）談合等不正行為があった場合の違約金等の取扱い

① 落札事業者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、落札業者は厚生労働省の

請求に基づき、契約額（本契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額）

の１００分の１０に相当する額を違約金として厚生労働省の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。

１）本契約に関し、落札事業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は落札

事業者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に違反し

たことにより、公正取引委員会が落札事業者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独

占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令

（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納

付命令が独占禁止法第５１条第２項の規定により取り消された場合を含む）。

２）納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（次

号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、本契約に関し、独占禁

止法第３条又は第８条第１項第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があ

ったとされたとき。

３）納付命令又は排除措置命令により、落札者に独占禁止法第３条又は第８条第１項第１

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象になった取

引分野が示された場合において、本契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、

公正取引委員会が落札事業者に対して納付命令を行いこれが確定したときは、当該納付

命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札

（見積書の提出を含む）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当する者であ

るとき。

４）本契約に関し、落札事業者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法

（明治４０年法律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項第１号若しく

は第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。

② 落札事業者は上記①の規定による金額を厚生労働省の指定する期日までに支払わないと

きは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年１００

分の５の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。

（１６）委託内容の変更

厚生労働省は、業務の実施期間中に別紙１に記載のある厚生労働省の設備等が更新等さ

れることとなる場合又は、実施要項等で厚生労働省が示した条件と異なることとなる場合

には、民間事業者にその旨を通知するとともに、双方協議の上、契約の変更が必要である

と認められるときは、契約の変更を行うものとする。

（１７）委託契約の解釈

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、厚生労働省と民間事業者が協

議するものとする。
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（１８）業務の引継ぎ

民間事業者は、委託契約の終了に伴い受託する者に変更がある場合は、次に受託する者

に対し、業務期間中に必要な引継ぎを書面でしなければならない。また、次に受託する者

から施設見学等の求めがあった場合、説明を行う等対応すること。

１０．公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり、第三者に損害を

加えた場合において、その損害の賠償に関し、契約により当該公共サービス実施民間事業者

が負うべき責任（国家賠償法の規定により国の行政機関が当該損害の賠償の責めに任ずる場

合における求償に応ずる責任を含む。）に関する事項

本契約を履行するにあたり、民間事業者又はその職員その他の当該公共サービスに従事す

る者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場合は、

次に定めるところによるものとする。

（１）厚生労働省が行った損害賠償に対する求償

厚生労働省が国家賠償法第１条第１項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったとき

は、厚生労働省は当該公共サービス実施民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠

償（当該損害の発生について厚生労働省の責めに帰すべき理由が存する場合は、厚生労働

省が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える分に限る。）について求償することができる。

（２）民間事業者が行った損害賠償に対する求償

当該公共サービス実施民間事業者が民法７０９条等に基づき、当該第三者に対する賠償

を行った場合であって、当該損害の発生について厚生労働省の責めに帰すべき理由が存す

るときは、当該民間事業者は、厚生労働省に対し当該第三者に支払った損害賠償額のうち、

自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。

（３）民間事業者は、契約に違反し又は故意若しくは重大な過失によって、厚生労働省に損害

を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として厚生労働省に支払わなければ

ならない。

（４）民間事業者の故意若しくは重大な過失によって、厚生労働省の物品等に損害を与えたと

きは、民間事業者はその損害に相当する金額を損害賠償として厚生労働省に支払わなけれ

ばならない。

１１．対象公共サービスに係る第７条第８項に規定する評価に関する事項

（１）実施状況に関する調査の時期

総務大臣が行う評価の時期を踏まえ、本業務の実施状況については平成３１年３月末時

点における状況を調査するものとする。

（２）調査の方法

厚生労働省は、民間事業者が実施した管理・運営業務の内容について、その評価が的確

に実施されるように、担当者による実施状況等の調査を行うものとする。

（３）調査項目

① １．２．１において管理・運営業務の質として設定した項目
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② １．２．２に示す従来の実施方法に１．２．３での提案を反映し確定した業務の履行状

況

（４）実施状況等の提出

① 厚生労働省は、報告様式に従い本業務の実施状況等を総務大臣へ提出するに当たり、厚

生労働省に設置する評価委員会に報告を行い、意見を聴くものとする。

② 法第４５条に基づき監理委員会から求められた場合には、本事業の実施状況等について

監理委員会へ報告または資料の提出を行うこととする。

１２．その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項

（１）対象公共サービスの実施状況等の監理委員会への報告及び公表

厚生労働省は民間事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、業務終

了後に官民競争入札等監理委員会（以下「監理委員会」という。）へ報告するとともに、

法第２６条及び第２７条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都

度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。

（２）５号館の監督体制

本契約に係る監督は、支出負担行為担当官厚生労働省大臣官房会計課長が、自ら又は補

助者に命じて、立ち会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。

本業務の実施状況に係る監督は、上記８により行うこととする。

（３）民間事業者が負う可能性のある主な責務等

① 民間事業者の責務等

本業務に従事する者は、刑法（明治４０年法律第４５号）その他の罰則の適用について

は、法令により公務に従事する職員とみなされる。

② 会計検査院について

民間事業者は、①公共サービスの内容が会計検査院法第２２条に該当するとき、又は②

同法第２３条第１項第７号に規定する「事務若しくは事務の受託者」に該当し、会計検査

院が必要と認めるときには、同法第２５条及び第２６条により、会計検査院の実地の検査

を受けたり、同院から直接又は厚生労働省を通じて、資料・報告等の提出を求められたり

質問を受けたりすることがある。
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